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令和６年度千葉県国保ヘルスアップ支援事業 

特定健診受診率向上対策のためのＷＥＢ広告業務委託に係る質疑応答 

No 質問項目 質問内容 回答 

１ 募集要項 

４応募方法・応募期限 

「団体の概要等が記載されたパ

ンフレットなど」の提出が求めら

れていますが、自社ホームページ

の概要欄のプリントでもよろしい

でしょうか。 

「団体の概要等が記載された

パンフレットなど」の代わりに

ホームページの概要欄を提出す

ることは可能です。 

２ 

 

募集要項 

４応募方法・応募期限 

応募書類について、図やデザイ

ンイメージ等をパワーポイント等

で作成して画像化したものを word

ファイルに貼り付けて提出するこ

とはできますか。 

図やデザインイメージ等をパ

ワーポイント等で作成し、画像

化したものを word ファイルに

貼り付けて提出することは可能

です。 

なお、様式の項目名や項目の

順序等を変えずに作成するので

あればパワーポイント等により

提出いただいても構いません。 

３ 募集要項 

６選考方法 

それぞれの評価項目について、

どのような点数配分になるかご教

示いただけますでしょうか。 

募集要項６に配点を追記しま

した。 

４ 仕様書 

４委託業務の内容 

（１）動画制作業務 

 動画の使用想定期間は決まって

おりますでしょうか。 

 制作した動画については令和

７年度以降もＷＥＢ広告等で使

用することを想定しています。 

５ 仕様書 

４委託業務の内容 

（１）動画制作業務 

チーバくんを用いた動画は実写

のものに限るのでしょうか。チー

バくんのイラストを使用したもの

でもよいでしょうか。その場合、

イラスト素材を提供いただけます

でしょうか。 

イラストを使用した動画を提

案いただくことは可能であり、

制作に当たってはイラスト素材

を提供することも可能です。 

ただし、イラストは静止画で

のみ使用可能であり、イラスト

を動かす等の表現はできません

ので御注意ください。 
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６ 仕様書 

４委託業務の内容 

（１）動画制作業務 

チーバくんのイラストについ

て、チーバくんにものを持たせ

る・チーバくんを乗り物に乗せる

などはＮＧとされていますが、チ

ーバくんに重ならないようにして

他のイラストアイコンと組み合わ

せることは可能でしょうか。 

 チーバくんのイラストを他の

イラストアイコン等と組み合わ

せて使用することはできませ

ん。 

７ 仕様書 

４委託業務の内容 

（１）動画制作業務 

着ぐるみを借りる場合、受託者

が手配した方が着用することは可

能でしょうか。 

 受託者が手配した方が着ぐる

みを着用することは可能です。 

８ 仕様書 

４委託業務の内容 

（２）ＷＥＢ広告業務 

ＷＥＢ・ＳＮＳ広告実施時に使

用可能なＳＮＳアカウントをご教

示ください。もしアカウントが無

い場合は広告配信用に作成しても

問題ないでしょうか。 

 使用可能なＳＮＳアカウント

は、Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）、

ＬＩＮＥです。 

新規アカウントの作成につい

ては、フォローワー数が伸びな

い等、効果的な広報に結びつか

ないことが考えられるため、認

めません。 

９ 仕様書 

４委託業務の内容 

（２）ＷＥＢ広告業務 

「ＷＥＢ広告の利用媒体や出稿

期間等については、県と協議の上

決定する。」とありますが、出稿時

期はおおよそいつ頃の見込みでし

ょうか。 

 出稿時期の見込みは特にあり

ません。動画制作等のスケジュ

ールや効果的な広報時期を考慮

して出稿時期を御提案くださ

い。 

１０ 仕様書 

４委託業務の内容 

（２）ＷＥＢ広告業務 

「ランディングページは県ホー

ムページとする。」と記載あります

が、

https://www.pref.chiba.lg.jp/ke

nzu/seikatsushuukan/tokuteikens

hin.html のようなページを想定し

ておりますでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

１１ 仕様書 

４委託業務の内容 

（２）ＷＥＢ広告業務 

制作した動画等の広告は、病

院、薬局での放映やデジタルサイ

ネージ等ＷＥＢ広告以外で使用す

ることはありますか。 

 現在のところＷＥＢ広告以外

での使用は想定していません

が、ＷＥＢ広告以外での活用を

御提案いただくことは可能で

す。 
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１２ 仕様書 

５納品物について 

画像データとして納品する制作

物はどのようなものを想定してお

りますでしょうか。 

 バナー広告等を想定していま

す。 

１３ 契約後の支払について 支払は、毎月の実施分の請求と

することはできますか。 

 毎月の実施分の請求とするこ

とはできず、委託業務が全て完

了した後に一括での支払となり

ます。 

 


